
平成２５年度第２回 瑞穂町廃棄物減量等推進審議会資料 

 

平成２６年２月２８日 

 

～ 瑞穂町内の事業系一般廃棄物について ～ 

（１）町の戸別収集で出せる場合 

 事業所のごみは事業者自ら処理することが原則となっています。ただし、１回の排出量が

８０リットル以下、かつ１２キログラム以下の事業所であれば、家庭と同様に戸別収集を行

います。 

○出してもよいごみ … 家庭から出る種類のごみ 

 

（２）自らの責任で処分していただく場合 

 １回の排出量が規定の量を超える事業所は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼するな

ど、自らの責任で処分していただきます。 

 

 西多摩衛生組合での抜打ち検査の対象は、一般廃棄物収集運搬業許可業者が事業所等から

依頼された、事業活動に伴って生じた燃やせるごみで、産業廃棄物でないものです。 

 

 

瑞穂町一般廃棄物収集運搬許可業者      ４５業者 

排出事業所（許可業者に収集運搬を依頼） １６９事業所 

※平成２６年２月１８日時点 

 

 

（３）抜打ち検査について 

 西多摩衛生組合に持ち込まれる、瑞穂町内から発生した事業系一般廃棄物（燃やせるごみ）

の排出元や内容等を抜打ちで調査することにより、ごみ減量及び自区内処理の徹底を図りま

す。 

 実施方法は、瑞穂町の表示のある収集運搬車両をプラットホーム内の所定の場所（ダンピ

ングボックス）に誘導し、ごみを開けさせ、個々に検証・確認を行います。ごみが袋等に入

っている場合は、鎌で破り中身を確認します。 

実際の主な調査内容は次のとおりです。 

 

【排出元の確認】 

※他市町村のごみが混入していないかを確認します。 

   ⇒レシート、伝票、飲食店等の箸袋などが証拠品になります。 
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【ごみの量や分別状況の確認】 

  ※搬入量が極端に多い場合などはその原因について聴き取り調査をします。 

   必要に応じて排出元の事業所へも調査をします。 

※リサイクル可能なものが混入していないかを確認します。 

   ⇒紙類、ペットボトルなどをリサイクルに回すよう促します。 

【不適正なごみの搬入】 

※規定外の大きさのもの、産業廃棄物等が混入していないかを確認します。 

   ⇒焼却炉の停止など、安定焼却の妨げになる可能性があります。 

 

 

 
≪今回の審議会について≫ 

本日は、委員の皆様に実際の抜打ち検査を見学いただき、見学後に検査結果を検証しな

がら、率直なご意見やご感想等をいただきたいと考えています。 

本来であれば、事業系ごみの具体的な施策等を検討する予定でしたが、貴重な機会です

ので、西多摩衛生組合環境センターの施設見学を併せて行いたいと思います。 

燃やせるごみの中間処理の現場を実際に見学していただくことは、ごみ減量を考える上

で大変効果的であり、今後の審議会に役立つものと思いますので、ご理解とご協力をお願

いいたします。 



１　可燃ごみ収集量 単位：トン

区分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

家庭系 5,739 5,847 6,010 6,016 5,861 5,732 5,828 5,793

事業系 2,120 2,519 2,575 2,378 2,106 1,788 1,812 1,924
（出典）平成１７～２４年度　瑞穂町事務報告書

２　事業系ごみ月別搬入量 単位：トン

月別 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度
４月 162 174 212 208 182 159 131 148
５月 170 213 210 209 176 162 170 172

瑞穂町の可燃ごみ量と事業所数
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≪補足説明≫

○可燃ごみは、家庭系

も事業系も全量を西多

摩衛生組合で焼却して

います。

○瑞穂町では平成１６

年１０月から、戸別収

集が始まっています。

資料２

５月 170 213 210 209 176 162 170 172
６月 171 210 196 212 189 160 143 155
７月 185 218 222 214 199 152 145 162
８月 187 221 234 197 198 161 168 157
９月 191 198 224 211 195 154 157 150

１０月 182 220 241 203 180 146 151 174
１１月 180 214 211 175 163 150 153 157
１２月 177 217 199 212 171 145 160 152

１月 165 203 209 178 145 136 147 164
２月 162 212 203 170 140 126 138 150
３月 187 219 214 187 169 136 149 183

計 2,120 2,519 2,575 2,378 2,106 1,788 1,812 1,924
（出典）

西多摩衛生組合ホームページ

月別ごみ搬入量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月別搬入量の推移（平成２０～２４年度） ※横軸が月

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度



３　事業系ごみ月別（４～１２月）搬入量 単位：トン

月別 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度
４月 182 159 131 148 184
５月 176 162 170 172 184
６月 189 160 143 155 165
７月 199 152 145 162 195
８月 198 161 168 157 211
９月 195 154 157 150 207

１０月 180 146 151 174 201
１１月 163 150 153 157 190
１２月 171 145 160 152 193
計 1,653 1,391 1,378 1,428 1,729

（出典）西多摩衛生組合ホームページ　月別ごみ搬入量
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４～１２月の月別搬入量（平成２１～２５年度）
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≪補足説明≫

○平成２５年度の状況

搬入量を比較するため、

過去５年間の４月～１２

月までを抽出しました。

４　事業所数（工業）
市町名 4～9人 10～99人 100～299人 300人～ 合計

青梅市 118 129 9 9 265
福生市 26 21 1 1 49
羽村市 26 39 11 2 78
瑞穂町 105 112 3 2 222

（出典）多摩地域データブック　2012（平成24）年版

５　事業所数（商業）
市町名 1～2人 3～9人 10～29人 30～99人 100人～ 合計

青梅市 433 451 208 31 5 1128
福生市 207 262 97 10 1 577
羽村市 144 221 90 16 2 473
瑞穂町 103 176 72 9 3 363

（出典）多摩地域データブック　2012（平成24）年版

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

事業所数（工業）

青梅市 福生市 羽村市 瑞穂町

事業所数（商業）

青梅市 福生市 羽村市 瑞穂町



１．平成２５年度、平成２４年度比較

小金井市 災害廃棄物

月 25年度 24年度 比較％ 25年度 24年度 比較％ 25年度 24年度 比較％ 25年度 24年度 比較％ 25年度 24年度 比較％ 25年度 24年度 25年度 24年度 比較％

4 家庭系 2,129.04 2,022.91 5.2 907.08 895.96 1.2 843.06 776.63 8.6 548.68 510.90 7.4 4,427.86 4,206.40 5.3 0.00 0.00 4,427.86 4,206.40 5.3

暦日数 事業系 484.21 471.49 2.7 138.86 132.65 4.7 212.77 193.15 10.2 183.70 147.99 24.1 1,019.54 945.28 7.9 0.00 0.00 1,019.54 945.28 7.9

30日 計 2,613.25 2,494.40 4.8 1,045.94 1,028.61 1.7 1,055.83 969.78 8.9 732.38 658.89 11.2 5,447.40 5,151.68 5.7 0.00 0.00 5,447.40 5,151.68 5.7

5 家庭系 2,195.71 2,332.92 -5.9 1,004.04 973.78 3.1 888.23 927.76 -4.3 582.21 601.92 -3.3 4,670.19 4,836.38 -3.4 0.00 0.00 4,670.19 4,836.38 -3.4

暦日数 事業系 485.01 501.57 -3.3 146.83 139.20 5.5 209.21 198.13 5.6 183.83 172.29 6.7 1,024.88 1,011.19 1.4 0.00 0.00 1,024.88 1,011.19 1.4

31日 計 2,680.72 2,834.49 -5.4 1,150.87 1,112.98 3.4 1,097.44 1,125.89 -2.5 766.04 774.21 -1.1 5,695.07 5,847.57 -2.6 0.00 0.00 5,695.07 5,847.57 -2.6

6 家庭系 1,960.88 2,181.75 -10.1 848.08 954.08 -11.1 786.48 852.90 -7.8 516.49 569.61 -9.3 4,111.93 4,558.34 -9.8 0.00 139.58 4,111.93 4,697.92 -12.5

月 別 ご み 搬 入 量 （ 前 年 度 比 較 ）

（単位：トン）

青      梅      市
広域支援

総　合　計構　成　市　町　計瑞      穂      町羽      村      市福      生      市

暦日数 事業系 431.00 484.15 -11.0 130.00 143.48 -9.4 186.36 198.49 -6.1 164.77 154.58 6.6 912.13 980.70 -7.0 0.00 0.00 912.13 980.70 -7.0

30日 計 2,391.88 2,665.90 -10.3 978.08 1,097.56 -10.9 972.84 1,051.39 -7.5 681.26 724.19 -5.9 5,024.06 5,539.04 -9.3 0.00 139.58 5,024.06 5,678.62 -11.5

7 家庭系 2,256.91 2,329.50 -3.1 999.59 967.16 3.4 899.29 906.19 -0.8 602.19 611.98 -1.6 4,757.98 4,814.83 -1.2 0.00 75.79 4,757.98 4,890.62 -2.7

暦日数 事業系 508.67 524.51 -3.0 160.21 135.90 17.9 228.93 210.87 8.6 194.68 162.14 20.1 1,092.49 1,033.42 5.7 0.00 0.00 1,092.49 1,033.42 5.7

31日 計 2,765.58 2,854.01 -3.1 1,159.80 1,103.06 5.1 1,128.22 1,117.06 1.0 796.87 774.12 2.9 5,850.47 5,848.25 0.0 0.00 75.79 5,850.47 5,924.04 -1.2

8 家庭系 2,178.06 2,114.50 3.0 912.58 941.73 -3.1 868.77 834.97 4.0 582.11 556.80 4.5 4,541.52 4,448.00 2.1 0.00 38.35 4,541.52 4,486.35 1.2

暦日数 事業系 476.55 546.81 -12.8 143.98 143.84 0.1 196.78 207.15 -5.0 211.14 157.18 34.3 1,028.45 1,054.98 -2.5 0.00 0.00 1,028.45 1,054.98 -2.5

31日 計 2,654.61 2,661.31 -0.3 1,056.56 1,085.57 -2.7 1,065.55 1,042.12 2.2 793.25 713.98 11.1 5,569.97 5,502.98 1.2 0.00 38.35 5,569.97 5,541.33 0.5

9 家庭系 2,063.61 1,890.11 9.2 914.98 815.86 12.1 839.08 740.23 13.4 555.15 494.24 12.3 4,372.82 3,940.44 11.0 0.00 134.91 4,372.82 4,075.35 7.3

暦日数 事業系 492.74 470.44 4.7 144.23 124.27 16.1 209.95 186.58 12.5 207.25 150.33 37.9 1,054.17 931.62 13.2 0.00 0.00 1,054.17 931.62 13.2

30日 計 2,556.35 2,360.55 8.3 1,059.21 940.13 12.7 1,049.03 926.81 13.2 762.40 644.57 18.3 5,426.99 4,872.06 11.4 0.00 134.91 5,426.99 5,006.97 8.4

10 家庭系 2,098.51 2,220.66 -5.5 876.56 995.58 -12.0 840.11 895.16 -6.1 565.13 589.00 -4.1 4,380.31 4,700.40 -6.8 0.00 225.37 4,380.31 4,925.77 -11.1

暦 数 事業系暦日数 事業系 486.05 534.05 -9.0 145.42 146.76 -0.9 209.96 218.29 -3.8 200.60 174.24 15.1 1,042.03 1,073.34 -2.9 0.00 0.00 1,042.03 1,073.34 -2.9

31日 計 2,584.56 2,754.71 -6.2 1,021.98 1,142.34 -10.5 1,050.07 1,113.45 -5.7 765.73 763.24 0.3 5,422.34 5,773.74 -6.1 0.00 225.37 5,422.34 5,999.11 -9.6

11 家庭系 1,995.99 2,083.32 -4.2 882.38 890.14 -0.9 808.83 843.81 -4.1 533.66 548.13 -2.6 4,220.86 4,365.40 -3.3 0.00 272.44 4,220.86 4,637.84 -9.0

暦日数 事業系 463.02 491.85 -5.9 141.58 128.43 10.2 204.35 193.57 5.6 189.60 157.30 20.5 998.55 971.15 2.8 0.00 0.00 998.55 971.15 2.8

30日 計 2,459.01 2,575.17 -4.5 1,023.96 1,018.57 0.5 1,013.18 1,037.38 -2.3 723.26 705.43 2.5 5,219.41 5,336.55 -2.2 0.00 272.44 5,219.41 5,608.99 -6.9

12 家庭系 2,163.39 2,062.90 4.9 963.55 891.12 8.1 904.45 886.29 2.0 597.79 513.15 16.5 4,629.18 4,353.46 6.3 218.10 212.83 4,847.28 4,566.29 6.2

暦日数 事業系 480.68 501.74 -4.2 146.24 132.20 10.6 212.91 203.81 4.5 193.47 152.28 27.0 1,033.30 990.03 4.4 0.00 0.00 1,033.30 990.03 4.4

31日 計 2,644.07 2,564.64 3.1 1,109.79 1,023.32 8.4 1,117.36 1,090.10 2.5 791.26 665.43 18.9 5,662.48 5,343.49 6.0 218.10 212.83 5,880.58 5,556.32 5.8

1 家庭系 2,026.52 2,040.06 -0.7 854.32 901.83 -5.3 749.47 755.01 -0.7 494.67 520.49 -5.0 4,124.98 4,217.39 -2.2 392.41 62.35 4,517.39 4,279.74 5.6

暦日数 事業系 438.55 458.71 -4.4 138.64 132.07 5.0 186.31 185.10 0.7 181.24 163.82 10.6 944.74 939.70 0.5 0.00 0.00 944.74 939.70 0.5

31日 計 2,465.07 2,498.77 -1.3 992.96 1,033.90 -4.0 935.78 940.11 -0.5 675.91 684.31 -1.2 5,069.72 5,157.09 -1.7 392.41 62.35 5,462.13 5,219.44 4.6

2 家庭系

暦日数 事業系暦日数 事業系

28日 計

3 家庭系

暦日数 事業系

31日 計

家庭系 21,068.62 21,278.63 -1.0 9,163.16 9,227.24 -0.7 8,427.77 8,418.95 0.1 5,578.08 5,516.22 1.1 44,237.63 44,441.04 -0.5 610.51 1,161.62 44,848.14 45,602.66 -1.7

事業系 4,746.48 4,985.32 -4.8 1,435.99 1,358.80 5.7 2,057.53 1,995.14 3.1 1,910.28 1,592.15 20.0 10,150.28 9,931.41 2.2 0.00 0.00 10,150.28 9,931.41 2.2

計 25,815.10 26,263.95 -1.7 10,599.15 10,586.04 0.1 10,485.30 10,414.09 0.7 7,488.36 7,108.37 5.3 54,387.91 54,372.45 0.0 610.51 1,161.62 54,998.42 55,534.07 -1.0

一日
平均

日平均 25年度/306日 24年度/306日

34.59 23.23 179.73 181.48177.74

合計

84.36 85.83 34.64 177.69 2.00 3.8034.27 34.03 24.47

○ 平成２５年度の西多摩衛生組合への全ごみ搬入量は５４，９９８．４２トンで、前年度と比較して５３５．６５トン減少（前年度比 △１．０％）している。

○ 広域支援（小金井市及び災害廃棄物）を除いた、構成市町の前年度比較では、１５．４６トン増加（前年度比 ０．０％）している。

- 1  -



● 排ガス測定結果

排ガスのダイオキシン類測定について

排ガス中のダイオキシン類測定は、公害防止

協定により年２回測定（各炉）としています

○平成２５年度

窒素酸化物 塩化水素

（O212％換算値）（O212％換算値）

単 位 ppm ppm ng-TEQ/m3N

250 430 1

50 25 0.5

40 10 0.1

協定規制値 0.02 30 -

硫黄酸化物
ダイオキシン類

法規制値 0.08 約440

（O212％換算値） （O212％換算値）

g/m3N ppm

協定目標値 0.01 10 0.05

水　銀項 目

mg/m3N

-

ばいじん

● 平成１０年度以降の排ガス中のダイオキシン類測定結果の推移

協定により年２回測定（各炉）としています。

排ガス中のダイオキシン類測定予定

１号炉 7月・１１月

２号炉 5月・１０月

３号炉 5月・１２月

※ 焼却炉の稼働状況により測定月を変更す

る場合があります。

7月17日 ＜ 0.001 ＜ 1 21 6 0.011 0.005

8月6日 ＜ 0.001 ＜ 1 24 6 -

11月7日 ＜ 0.001 ＜ 1 11 7 0.0055 ＜ 0.005

3月予定 -

5月24日 0.001 ＜ 1 19 8 0.014 0.008

6月19日 0.001 ＜ 1 10 6 -

6月28日 - - 0.0083

10月16日 ＜ 0.001 ＜ 1 22 3 0.0027 0.007

2月予定 -

5月8日 0.003 ＜ 1 26 7 0.0087 0.013

8月23日 0.002 ＜ 1 10 4 -

9月11日 ＜ 0.001 ＜ 1 34 7 -

12月3日 ＜ 0.001 ＜ 1 17 3 0.0036 ＜ 0.005

3号炉
-

-

2号炉

-

1号炉

-

-- -

-

-

● 平成１０年度以降の排ガス中のダイオキシン類測定結果の推移
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平成１０年度以降の排ガス中のダイオキシン類測定結果の推移について

◎ 各表の目盛りは、協定規制値の0.5ng-TEQ/m3Nとなっています。（法規制値1ng-TEQ/m3N）

◎ 各炉共、平成12年以降協定目標値の0.1ng-TEQ/m3Nを超過することなく維持管理されている。

◎ 過去の主なダイオキシン類対策については、

① 集じん器バイパスの閉鎖 ② ごみ攪拌マニュアル化 ③ ダイオキシン類対策用触媒採用 ④ 触媒フィルター採用

⑤ 排ガス分析計更新・増設 ⑥ 集じん器整流板設置 等が実施され現在に至っている。

◎ グラフ中の数値(赤字)は、触媒フィルター採用後の数値を表している。
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